
議案第５号 

   職員の任用に関する規則の一部改正について 

 

  令和２年３月26日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

   警察官採用試験における身体基準の廃止に伴い、所要の整備を行うもので

ある。 

 

第２ 規則案の内容 

   警察官採用試験における身体基準の廃止に伴い、試験方法としている身体

計測が不要となることから、職員の任用に関する規則（昭和 32年人事委員会

規則第12号）を一部改正すること。 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

   公布の日から施行する。 
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 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年 月 日 

岩手県人事委員会 

  委員長 熊 谷 隆 司 

岩手県人事委員会規則第 号 

   職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の任用に関する規則（昭和32年岩手県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第９条の２－第10条の２関係） 別表第２（第９条の２－第10条の２関係） 

 試験の 
職種区分 職種区分の対象となる職 試験方法 

  試験の 
職種区分 職種区分の対象となる職 試験方法 

 

 種類   種類  

  ［略］   ［略］  

 警察官

採用試

験 

 ［略］  ［略］

体力検査 

身体計測 

  警察官

採用試

験 

 ［略］  ［略］

体力検査 

 

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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職員の任用に関する規則の一部改正について 
  

１ 改正の趣旨                                         

警察官採用試験において、試験方法を変更することに伴い、所要の整備をしようとするもの。 

 

２ 改正内容                                         

  警察官採用試験における身体基準の廃止に伴い、身体基準を満たしているか判定するため試験

方法として職員の任用に関する規則（昭和32年人事委員会規則第12号）で定めていた身体計測を

廃止すること。 

 

  身体基準の撤廃について 

  警察官採用試験で設けていた身長、体重及び胸囲（男性のみ）の身体基準について、今般、東 

 北６県のうち本県とともに基準を設けていた宮城県が令和２年度から当該基準を撤廃することを 

 受け、任命権者において基準を見直した結果、同様に身体基準を撤廃したい旨の要望を受けた。 

  これまでは、被疑者の逮捕や犯罪行為の鎮圧など犯罪者に対抗するため一定の体格が必要とし 

 て、身体基準を設けてきたが、犯罪の多様化に伴い、語学、サイバーセキュリティ等の専門知識 

 や能力を活用した業務が増加していることから、体格に関わらず、多様な人材を確保することを 

 目的に見直そうとするものであり、受験者確保にもつながることから、要望どおり当該基準を廃 

 止することとする。 

  なお、身体基準は下表のとおりとしているが、今年度の警察官採用試験では当該基準で不合格 

 となった者はいなかった。 

 【参考：現行基準】 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

３ 施行期日                                           

  この規則は、公布の日から施行すること。 

項 目 男 性 女 性 

身 長 おおむね160㎝以上 おおむね150㎝以上 

体 重 おおむね47㎏以上 おおむね43㎏以上 

胸 囲 おおむね78㎝以上  

RS19010198
タイプライターテキスト
5-3




